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大同特殊鋼の労基法違反で 日本共産党が提案した

半田労働基準監督署へ申し入れ 労働基準法改正の大綱(要約)

2/28、故M氏 にかかわる安全配慮義

務違反と、健康診断の結果に基づく管

理区分の実施の有無、三六協定の時間

超過など労基法違反の点について申し

入れをおこないました。

愛知健康センター事務局から佐々本

。中原と幹事団体建設一般から書記長

畠山 ・慶尾の4名 が参加しました。

監督署側は労災課長と担当監督官と

係員の3名 が応対しました。

監督署側は、中し入れの点は事実相

違なく、いままでも改善指導を重ねて

きたところだ。改善結果について確認

してないので後日報告したい。

とくに、時間外については、協定を

恒常的に超過していたので監督f旨導し

た。 故 M民 の労災認定はいま本局に

あげてあり'慎重審査している。

愛知健康センターヘの返答を約束し

て申し入れを終りました。

(事務局)

2/2Sに、発表された日本共産党の

「労働基準法改正の大綱」を紹介しま

す。 労 働組合、専門家、各方面に広

くよびかけて、広範な討論をおこし、

内容を充実させていきたいとしていま

す。

1.1日 拘束8時 間、完全週休2日 ・週

40時間労働制をただちに実現するこ

と。

2.残業時間の上限を1目 2日寺間、月20

時間、年120時 間と法定し、残業割

増率を50%、 深夜 ・休日は100%に引

き_上げること。

労働者イ国人に騨 |こ否の自由を保障

し、サービス残業は厳禁すること。

3.深夜労働をきびしく制l限し、徹夜労

働を含む交代制労働の規制をつよめ

ること。

4.年次有給休暇を最低20日とし、す定

回数の連続取得と完全消化を保障す

ること。



戸

1.ベル トコンベヤー、コンピューター

労働などを人間的労働にふさわしい

ものにするため、作業基準に余裕時

間を組み込み、標準作業時間につい

て職場の労働者の合意を義務づける

こと。

2.生産計画にともなう要員配置は、休

日 ・休暇、休憩 ・偽害時間を1締 す

るのにキ
ー
分なものとすることぃ

1.労災 。職業病を防止し、人間らしい

職場環境を保障すること。

2.労災補償を大幅に改善すること。

念盆蜃孝筆

1.全国
一

律最低賃金制を確立し、労働

者全体の賃金水準の向上をはかるこ

と。

2.同 一
労働同

一
賃金の原則を明記する

こと。

1.賃金をはじめ採用、昇進 ・昇格にお

ける性別による差別の禁止を明記す

ること。

2.女 性の深夜業を禁止し、看護婦など

例外的な場合の深夜勤務は月間所定労

働日の三分の一以内、8時 間につき2

時間の仮眠時間の保障など深夜勤務の

労働条件を明記すること。

3.産 前産後休暇は各8週 間とし、妊娠

中、産後 1年間の女性の深夜業 ・残業

休日労働を禁止すること。

生理休暇は本人の届け出によるもの

とし、毎潮時2日 間の有給休暇を保障

すること。

4.育 児時間は1目 60分を90分とし、有

給とすること。

育児休業制度は有給、現職復帰、代

替要員の確f呆を義務づけること。

家族介護のために介護体業制度を確

立すること。

5.パ ー ト・臨時 。派遣労働者などに対

する労働条件の不当な差別を禁止する

こと。

6.労 働条件の明示義務を強化するとと

もに、就業規則の作成 ・変更には労働

者の同意を義務づけること。

7.出 向 ・配転、単身赴任を規制するこ

と。

8.採 用差別を禁止し、解雇制限を強化

すること。

千政と ヒ

1.労 働基準監督署と監督官の大幅な充

実をはかること。

2,労 基法違反の罰則を強化すること。

への適切な

な
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まさに完全栄養食

午ギ L`寛 )す す め

現代は 「グルメの時代」といわれ、

食生活の欧風化がすすんでいるが、ま

だまだ村ギLの飲用量は少ない。

私は毎日の診察の際に、患者さんに

午乳を飲むことをすすめているが、若
い人はさておき高齢者力却 乳を飲
んでいないのに驚く。

訳を聞くと下痢をする、なまぐさい

飲まずぎらいなどが理由のようだ。

しかし、そういう場合でも暖めたり

、ビスケットと一
緒にゆっくり飲んだ

つ、スープに入れたりなど料理を工夫
して、毎日少しずつならしていけば、

だんだん飲めるようになるものだ。

最近の調査でも、日本人の栄養素の

うちカルンウムが未だ不足しているこ

とが明らかになっている。カルシウム

をとるためには、小魚や野菜も良いが

、吸収の良さからみると牛乳をおすす

めしたい。

高齢者のなかには 「いまさら牛乳を

飲み始めても遅いのでは」という人も

いるが、そんなことはない。飲んだほ

うが骨が強くなったというデータもあ

る。

牛乳は動物1期旨肪だから、飲みすぎ

ると血中コレステロールを上げるので

はないかと心配する人もいるが、 1日

1本 (200ミリリット朔 程度では、コレス

テロールは上がらないから,こ頓己は無用

だ。

私の診察室では、 こ うした点から

「もっと栄養食品の牛乳を飲もう」と

いうのがスローガンになっている。

(愛知県保険医協会 中 井嘉雄医師)

北区 。中井内科医院    |

産 妻 装 塵垂 と しま

名水労、名勤生龍労寵、愛高教など

で産業三の設置を実現させてきていま

す。労働安全続生法では、58人以上の

すべての職場た'ま、産業医を選こ と,な

ければならないと決められています。

特,こ、常韓1888人以上の労働者がい

る職場や、有害験場で常時 388人以上

の労働者がいる職場でをま専展の産業医

が必要です。

産業医の強務をま、

111健 康診鯨や建康管理た関するこ

と。

t2】績生教育 t健 康繰韓 ・健農障害

の調査などで専弱幾範識を必要 と

する事項 ,こ関する接量や畿告c

t31少 なくとも毎長 1霞 職場を巡根

し、健康簿害の強上の言き置を講ず

ること。

14,安 全窺生委員会た坐爵 し、報告

趣告、提言を行 うこと。

媛上でおわか 号のようた、産業医の強

務は重要です。名霊だけ,こなっている

磯場が多数あ りますが、労働者の健康

tま医療接続や医学譲鶏議だけで守れる

ものでとまありません。医優聴との霞常の

交流が大規です。自分の強場の差葉医

,ま護なのか、そと/て産業医,まその強務

をやってくれているのか見直してみる

ことが必要です。

と事務最:



『☆晋鞘 十11
労働基準法の抜本的改正を

圧1本 共 産 党 が 提 案

岳1本共産党の不破哲三委員長は2/28

国会内で記者会見し 「労働基準法の抜

本的改正についての提案」を発表しま

した。

不破委員長は会見のなかで、日本の

労働者の長時間 ・過密労働の激しさは

国際的な貿易摩擦の原因として大問題

になり、国政の重大問題にもなってい

ると指摘。

このE]本の異常な労働実態の背景に

、労働基準法という根本の法律が、戦

後まもなく制定以来、基本的には手つ

かずのままで、余りにも時代遅れにな

つている問題があるとのべ、今日の労

働と生産の実態にあったものに改正す

る必要があると強調しました。

この案では、労基法改正の全面的な

実施を保障するため、中小企業への必

要な助成措置をとることも提起されて

います。

不破委員長は、これは日本共産党と

しての提案であり、労働組合、専門家

、各方面に広くよびかけてこの提案の

説明会をもつ計画であり、広範な討論

をおこし、それを通じてさらに内容を

充実させてゆきたいとの考えを明らか

にしました。

(「赤旗」2/29報道を転載)

_△潤らしく生き働くための

第1期 いのちと健康大学
時間  毎 iJ 18:30～ 20:30

場所  高 齢者労働会館2F会議室
定員  50名
第 1回  2月 25日 (火)

「いのちと健康を守るとりくみの
歴史」 (山田信也氏)

第2回  3月 10日 (火)
「長時間労働と過労死をなくすた
めに」 (佐々木昭三氏)

第 3回  3月 2 4 Fl(火 )
「人間らしい生活と 労 働時間短
縮 」 (伊藤欽次氏)

第 4回  4月 7日 (火)
「夜勤 ・交替制労働と 私 たちの

健康」 (小野雄
一

郎氏)
第 5四  4月 21日 (火)

「職場の労働安全衛生活動のすす
め方」 (吉川 正 春氏)

第 6回  5月 12日 (火)
「私たちの労働 ・生活と成人病」

(徳田 秋  氏 )
第 7回  5月 26日 (火)

「ス トレス時代を 生 き抜くため
に」    ( 交 渉中 )

第 8回  6月 9日  (火 )
「高齢化社会の到来と私たちの権

利と 。社会保障」 (加藤孝夫氏)
第 9回  6月 23日 (火)

「いのちと健康を守るとりくみの
視点と今後の方向」 (山田信也氏)

* * * * *求 ネ 求 * * *求 *求

参加費 :全課程 9000円 (10000円)
1回   1500円 (1800円 )

()内 は未加盟団体

申込みは、愛知健康センターTE12322-0406

参加費は、当日受付でお受けします。


